
- 1 -

令和６年 第１回浅口市農業委員会議事録

令和６年１月１５日浅口市役所３階会議室に、浅口市農業委員会を招集する。

招集委員は次のとおり

事務局

事務局長 田中 太志 書記 谷口 輝昭

会議に付した議案等

日程第１ 議事録署名委員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 議 事

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について

議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請について

議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請について

議案第４号 農用地利用集積計画について

日程第４ 報告事項

報告第１号 農地法第１８条の規定等による合意解約通知について

日程第５ その他

・ 次回の委員会（令和６年２月１５日（木））

農業委員１２名 農地利用最適化推進委員１３名

議席番号 氏 名 出欠 担当区域 氏 名 出欠

１ 大 橋 繁 雄 出 金光１ 原 田 恒 明 出

２ 渡 邊 清 志 出 金光２ 藤 丘 廣 志 出

３ 友 田 陽 勝 出 金光２ 安 田 文 彦 出

５ 古 川 秀 昭 出 金光３ 友 田 一 美 欠

６ 佐 藤 和 博 出 金光３ 菰 口 清 司 出

７ 柚 木 栄 蔵 出 鴨方１ 吉 川 孝 之 出

８ 虫 明 祝 典 出 鴨方１ 杉 本 正 彦 出

９ 虫 明 伸 吾 欠 鴨方２ 横 山 栄 治 出

１０ 山 下 康 朗 出 鴨方２ 西 山 富 雄 欠

１１ 渡 邊 豊 出 鴨方３ 高 井 基 次 出

１２ 梶 原 めぐみ 出 鴨方３ 山 下 眞 治 欠

１３ 岡 田 直 樹 出 寄島１ 村 上 宏一郎 出

寄島２ 大 島 明 敏 出
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開会（午後４時３０分）

議 長 それでは、これより令和６年浅口市農業委員会を開催いたします。

ただいまの出席委員は１１名で定足数に達しており、また推進委員は１０名の参加

であります。

日程第１、議事録署名委員の指名を行います。

本日の議事録署名委員は、浅口市農業委員会会議規則第１２条第２項の規定によ

り、議長において１１番渡邊委員、１３番岡田委員を指名します。

日程第２、会期の決定についてを議題とします。

会期は本日１日としたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

委 員 異議なし声

議 長 異議なしと認め、会期を本日１日とします。

日程第３、議事に移ります。

ここで事務局が発言を求めていますので、これを許可します。

事務局 失礼します。申し訳ないんですけれども、議案書の訂正ということでお願いしたい

んですけれども、４ページ目になるんですが、４ページ目の上のところの議案の号数

が抜けておりまして、議案第３号ということで記入をお願いしたいと思います。申し

訳ございません。

以上でございます。

議 長 それでは、議案第１号農地法第３条の規定による許可申請についてを議題としま

す。

７２６番の件について、事務局の説明を求めます。

事務局 失礼します。議案書は２ページになりますのでお開きください。

議案第１号農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転）。令和６年

１月１５日提出。

番号７２６、鴨方町小坂東、田、１，０８１平米。譲受人は、〇〇〇〇。譲渡し人

は、〇〇〇〇。譲受けの理由は増反、譲渡しの理由は労力不足です。譲受人は、取得

に必要な許可要件を満たしていると考えられます。よろしくお願いいたします。

議 長 次に、８番虫明委員、補足説明をお願いします。

委 員 ８番の虫明です。

地図のほうは１、２ページでございます。現地は鴨方西小学校の西側に位置してお

ります。この物件なんですが、これまでも譲受人のほうが管理をしておった土地でご

ざいます。譲渡し人は〇〇〇〇のほうにおって、こっちのほうへもう帰ってくる意向

はないということで、ちょうど譲受人の家の前の土地ということで今回話がまとまっ

たようです。特に問題はないと思われますので、ご審議のほうよろしくお願いいたし

ます。

議 長 ただいま説明がありました。

質疑はありませんか。

委 員 なし声
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議 長 質疑なしと認めます。

それでは、７２６番の件についてご異議ありませんか。

委 員 異議なし声

議 長 異議なしと認め、許可することに決定いたします。

続きまして、７３０番の件について、事務局の説明を求めます。

事務局 失礼します。番号７３０－１、鴨方町六条院東、田、２７９平米。同じく２、鴨方

町六条院東、田、８２６平米。譲受人は、〇〇〇〇。譲渡し人は、〇〇〇〇。譲受

け、譲渡しの理由は贈与です。譲受人は、取得に必要な許可要件を満たしていると考

えられます。よろしくお願いいたします。

議 長 次に、１１番渡邊委員、補足説明をお願いします。

委 員 １１番の渡邊です。

この案件の場所は、新しく国道２号線が四条原のほうにできておりますが、それの

高架橋のすぐ南側に当たります。譲受人のほうが以前から管理されておりまして、譲

渡し人が高齢のため、このたび贈与することになったようです。問題ないと思われま

す。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議 長 ただいま説明がありました。

質疑はありませんか。

委 員 なし声

議 長 質疑なしと認めます。

それでは、７３０番の件についてご異議ありませんか。

委 員 異議なし声

議 長 異議なしと認め、許可することに決定いたします。

続きまして、７３２番の件について事務局の説明を求めます。

事務局 失礼します。番号７３２－１、鴨方町六条院西、畑、５１０平米。同じく２、鴨方

町六条院西、田、３３４平米。譲受人は、〇〇〇〇。譲渡し人は、〇〇〇〇。譲受け

の理由は増反、譲渡しの理由は労力不足です。譲受人は、取得に必要な許可要件を満

たしていると考えられます。よろしくお願いいたします。

議 長 次に、私から補足説明を行います。

位置図については、５、６ページであります。７３２－１は六条院東里庄線、鷺池

南約１００メートルのところに位置します。譲受人は少しでも浅口市の農地の荒れた

ところをなくそうということで頑張っている人物でして、雑木を切ったり草刈りをし

て元の農地に戻そうと頑張っております。問題はないと思われますので、よろしくご

審議のほどお願いいたします。また、７３２－２の位置図は次のページになります。

鴨方インターができていますが、そこから南西に約１５０メートルのところに位置し

まして、元水田で、管理されておらず、譲受人が７３２－１と同じように頑張って農

地に戻そうとしております。よろしくご審議のほどお願いいたします。

以上です。

ただいま説明いたしました。
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質疑はありませんか。

委 員 なし声

議 長 質疑なしと認めます。

それでは、７３２番の件についてご異議ありませんか。

委 員 異議なし声

議 長 異議なしと認め、許可することに決定いたします。

続きまして、７３６番の件について事務局の説明を求めます。

事務局 失礼します。番号７３６、鴨方町六条院中、田、６７０平米。譲受人は、〇〇〇

〇、持分２分の１。譲渡し人は、〇〇〇〇、持分４分の１、〇〇〇〇、持分４分の

１。譲受けの理由は増反、譲渡しの理由は労力不足です。譲受人は、取得に必要な許

可要件を満たしていると考えられます。よろしくお願いいたします。

議 長 次に、１１番渡邊委員、補足説明をお願いします。

委 員 １１番渡邊です。

この案件の場所は、国道２号線にヤマダ電機さんがありますが、そこから南へ５０

メートルぐらい行ったところにあります。現在、遊休農地で草が生えております。こ

の土地は〇〇〇〇で相続しております。その〇〇〇〇のうちお二人が遠方、〇〇〇〇

ということで管理ができないため、近隣の方に譲り渡すということであります。私

も、これ２分の１というのがよく分からないんですけれども、問題ないと思いますの

でご審議のほどよろしくお願いいたします。

議 長 ただいま説明がありました。

質疑はありませんか。

委 員 なし声

議 長 質疑なしと認めます。

それでは、７３６番の件についてご異議ありませんか。

委 員 異議なし声

議 長 異議なしと認め、許可することに決定いたします。

続きまして、７３７番の件について事務局の説明を求めます。

事務局 失礼します。番号７３７、鴨方町鴨方、田、８１０平米。譲受人は、〇〇〇〇。譲

渡し人は、〇〇〇〇。譲受け、譲渡しの理由は交換です。譲受人は、取得に必要な許

可要件を満たしていると考えられます。よろしくお願いいたします。

議 長 次に、６番佐藤委員、補足説明をお願いします。

委 員 ６番佐藤です。

地図は１１、１２ページです。場所は、鴨方の下水処理場の西約１００メートルぐ

らいのところにあります。これはまた出てくると思いますが、交換のための土地であ

ります。問題ないかと思われます。ご審議よろしくお願いします。

議 長 ただいま説明がありました。

質疑はありませんか。

委 員 なし声
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議 長 質疑なしと認めます。

それでは、７３７番の件についてご異議ありませんか。

委 員 異議なし声

議 長 異議なしと認め、許可することに決定いたします。

続きまして、７４２番の件について事務局の説明をお願いします。

事務局 失礼します。番号７４２、金光町占見、畑、１９１平米。譲受人は、〇〇〇〇。譲

渡し人は、〇〇〇〇。譲受けの理由は増反、譲渡しの理由は労力不足です。譲受人

は、取得に必要な許可要件を満たしていると考えられます。よろしくお願いいたしま

す。

議 長 次に、２番渡邊委員、補足説明をお願いします。

委 員 ２番渡邊です。

地図は１３ページ、１４ページになります。ちょっと分かりにくいんですが、金光

中学校からちょろっと北のほうへ入って奥のほうになるんですが、大西池という池が

あって、そこから２００メートルぐらい行ったところですか。この案件は地図でいう

〇〇〇〇番地に中古住宅があるんですが、そこを買うので、その隣にある畑をこのた

び菜園をするということで購入するということのようです。譲渡し人と中古住宅の所

有者は親子なので、現況は耕作放棄地になっとったんですが、今はもうきれいにして

畑にするような段取りになっています。特に問題ないと思いますので、よろしく審議

お願いします。

議 長 ただいま説明がありました。

質疑はありませんか。

委 員 なし声

議 長 質疑なしと認めます。

それでは、７４２番の件についてご異議ありませんか。

委 員 異議なし声

議 長 異議なしと認め、許可することに決定いたします。

議案第２号農地法第４条の規定による許可申請についてを議題とします。

７３３番の件について、事務局の説明を求めます。

事務局 失礼します。議案書は３ページになりますのでお開きください。

議案第２号農地法第４条の規定による許可申請について。令和６年１月１５日提

出。

番号７３３、鴨方町六条院中、畑、１３６平米。申請人は、〇〇〇〇。転用目的は

進入路で、施設の概要は〇〇〇〇。農地区分は第２種ですが、目的を達成できるほか

の土地はありません。一般基準上も問題はなく、許可要件を満たしていると考えられ

ます。なお、転用後の地目は雑種地です。よろしくお願いいたします。

議 長 この件については私の担当地区ですので補足説明をさせていただきます。

７３３の位置図は、１５、１６ページであります。５年ほど前に届が出されて、く

ぼ地で湿地帯だったんですが、そこを造成するのにくぼ地になって便利が悪いという
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ことで、それでは埋め立てようと一緒に埋め立ててくださいということで届を出した

ところであります。持ち主のほうはほとんど管理しておらず、老人ホームのほうがイ

チジクを植えたりして、草を取ったりして管理しているところであります。この老人

ホーム、また内科医院のほうがその通路としてできれば使用させてほしいということ

で申請が出たものであります。問題ないと思われますが、よろしくご審議のほどお願

いいたします。

ただいま説明いたしました。

質疑はありませんか。

委 員 なし声

議 長 質疑なしと認めます。

それでは、７３３番の件についてご異議ありませんか。

委 員 異議なし声

議 長 異議なしと認め、許可することに決定いたします。

続きまして、７３５番の件について事務局の説明を求めます。

事務局 失礼します。番号７３５、金光町八重、田、１，４７７平米のうち２１３平米。申

請人は、〇〇〇〇。転用目的は露天駐車場で、施設の概要は〇〇〇〇。農地区分は第

２種ですが、目的を達成できるほかの土地はありません。一般基準上も問題なく、許

可要件を満たしていると考えられます。なお、転用後の地目は雑種地です。よろしく

お願いいたします。

議 長 次に、１番大橋委員、補足説明をお願いします。

委 員 １番大橋です。

これは八重のコミュニティーセンターの裏にあります、場所は。それで、コミュニ

ティーの駐車場が狭いということでコミュニティーの裏へ駐車場を広げるということ

で、何も今は問題ないと思います。審議のほどよろしくお願いします。

議 長 ただいま説明がありました。

質疑はありませんか。

委 員 なし声

議 長 質疑なしと認めます。

それでは、７３５番の件についてご異議ありませんか。

委 員 異議なし声

議 長 異議なしと認め、許可することに決定いたします。

続きまして、７３９番の件について事務局の説明を求めます。

事務局 失礼します。番号７３９、鴨方町鴨方、田、７８５平米。申請人は、〇〇〇〇。転

用目的は長屋建て住宅で、施設の概要はほかの土地と合わせてになりますが、〇〇〇

〇。地区分は第２種ですが、目的を達成できるほかの土地はありません。一般基準上

も問題なく、許可要件を満たしていると考えられます。なお、転用後の地目は宅地で

す。よろしくお願いいたします。

議 長 次に、６番佐藤委員、補足説明をお願いします。
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委 員 ６番佐藤です。

地図は１１、１２、先ほどのページになります。その地図の今回の議案の分は左側

の土地になります。娘さん夫婦が同居されておりますが、今後この土地の管理は私ら

できんから、もう住宅地というか、アパートか何かにしたほうがいいんじゃないかと

いうようなことからの申請のようです。ご審議よろしくお願いいたします。

議 長 ただいま説明がありました。

質疑はありませんか。

委 員 なし声

議 長 質疑なしと認めます。

それでは、７３９番の件についてご異議ありませんか。

委 員 異議なし声

議 長 異議なしと認め、許可することに決定いたします。

議案第３号農地法第５条の規定による許可申請についてを議題とします。

７３８番の件について、事務局の説明を求めます。

事務局 失礼します。議案書は４ページになりますのでお開きください。

議案第３号農地法第５条の規定による許可申請について（所有権移転）。令和６年

１月１５日提出。

番号７３８、鴨方町鴨方、田、７００平米。譲受人は、〇〇〇〇。譲渡し人は、〇

〇〇〇。転用目的は長屋建て住宅で、施設の概要は〇〇〇〇。農地区分は第２種です

が、目的を達成できるほかの土地はありません。一般基準上も問題なく、許可要件を

満たしていると考えられます。なお、転用後の地目は宅地です。よろしくお願いいた

します。

議 長 次に、６番佐藤委員、補足説明をお願いします。

委 員 ６番佐藤です。

これも先ほどの１１、１２ページの地図になります。最初に出ました７３７の交換

の件ですが、この土地が７３８の譲受人の土地です。それを最後の交換ということ

で、一部を残して譲り渡すようなことのようです。別に問題なかろうかと思われま

す。ご審議よろしくお願いします。

議 長 ただいま説明がありました。

質疑はありませんか。

委 員 なし声

議 長 質疑なしと認めます。

それでは、７３８番の件についてご異議ありませんか。

委 員 異議なし声

議 長 異議なしと認め、許可することに決定いたします。

続きまして、７４１番の件について事務局の説明を求めます。

事務局 失礼します。番号７４１－１、金光町地頭下、畑、２１４平米。同じく２、金光町

地頭下、畑、２３０平米。譲受人は、〇〇〇〇。譲渡し人は、〇〇〇〇。転用目的は
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一般住宅で、施設の概要は他の土地と合わせてになりますが、〇〇〇〇。農地区分は

第２種ですが、目的を達成できるほかの土地はありません。一般基準上も問題なく、

許可要件を満たしていると考えられます。なお、転用後の地目は宅地です。よろしく

お願いいたします。

議 長 次に、２番渡邊委員、補足説明をお願いします。

委 員 ２番渡邊です。

位置図は１９、２０ページになります。これは地頭下になるんですが、県道のさつ

きの里という老人施設があるんですが、そこから北へ２００メートルぐらいのところ

に位置しております。この譲り渡す土地は長年耕作放棄地であったんですが、譲渡し

人が今現在〇〇〇〇のほうへ住んでいて、もうこっちへ帰ってくることもないし管理

もできないということで売却するということになったものです。特に問題はないと思

います。雨水のほうは裏の用水へ流すとか、下水も通っておりますということで水の

関係もきちっと処理できるということのようなんで問題ないと思いますのでよろしく

お願いします。

議 長 ただいま説明がありました。

質疑はありませんか。

委 員 なし声

議 長 質疑なしと認めます。

それでは、７４１番の件についてご異議ありませんか。

委 員 異議なし声

議 長 異議なしと認め、許可することに決定いたします。

続きまして、７４３番の件について事務局の説明を求めます。

事務局 失礼します。番号７４３、金光町占見新田、田、５９３平米。譲受人は、〇〇〇

〇。譲渡し人は、〇〇〇〇。転用目的は分譲宅地及び道路で、施設の概要は〇〇〇

〇。農地区分は第３種で、用途地域内になります。一般基準上も問題なく、許可要件

を満たしていると考えられます。なお、転用後の地目は宅地及び道路または雑種地で

す。よろしくお願いいたします。

議 長 次に、１番大橋委員、補足説明をお願いします。

委 員 １番大橋です。

地図は２１、２２ページです。これ特に問題ないと思います。審議のほどよろしく

お願いします。

議 長 ただいま説明がありました。

質疑はありませんか。

委 員 なし声

議 長 質疑なしと認めます。

それでは、７４３番の件についてご異議ありませんか。

委 員 異議なし声

議 長 異議なしと認め、許可することに決定いたします。
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議案第４号農用地利用集積計画についてを議題とします。

事務局の説明を求めます。

なお、〇〇〇〇推進委員が当事者になっておる案件があります。推進委員は農業委

員会法第３１条の規定による議事参与の制限の対象ではありませんが、公正を期する

ため、〇〇〇〇推進委員には当該案件の審議が終了するまで退席をお願いいたしま

す。

（〇〇〇〇推進委員 退場）

議 長 それでは、お願いします。

事務局 失礼します。議案は５ページになります。

議案第４号農用地利用集積計画につきまして、令和６年１月１５日提出。

それでは、説明いたします。

番号３２番から３７番の６件につきまして、農業者年金の経営移譲年金特例対象農

地及び相続税等納付猶予対象特例農地ではございません。また、全て農業従事者も確

保されており、農業経営に必要な農機具も所有しております。利用権設定を受ける者

は５名、農地は９筆です。更新が２筆、新規が７筆であり、いずれも農業経営基盤強

化促進法第１８条第３項の各要件を満たしております。契約期間は、３年以上６年未

満が５件、１０年以上が１件となっております。

次に、６ページへ移ります。

１の（１）地目別設定面積につきましては、田７，０２８平方メートル、畑４７３

平方メートル、計７，５０１平方メートルです。

以上となります。ご審議よろしくお願いいたします。

議 長 ただいま説明がありました。

質疑はありませんか。

委 員 なし声

議 長 質疑なしと認めます。

それでは、この件についてご異議ありませんか。

委 員 異議なし声

議 長 異議なしと認め、承認することに決定いたします。

〇〇〇〇推進委員に入室をしてもらってください。

（〇〇〇〇推進委員 入場）

議 長 〇〇〇〇推進委員に報告します。

議案第４号は承認されました。

以上です。

日程第４、報告事項に移ります。

報告第１号農地法第１８条の規定等による合意解約通知についてを議題とします。

事務局からの説明を求めます。

事務局 失礼します。議案書は７ページになりますのでお開きください。

報告第１号農地法第１８条の規定等による合意解約通知について。令和６年１月１
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５日提出。

番号７３１、鴨方町六条院西、田、３３４平米。借受人は、〇〇〇〇。貸出人は、

〇〇〇〇。合意年月日、引渡し年月日は、令和５年１２月１日です。

番号７３４、金光町八重、田、１，４７７平米。借受人は、〇〇〇〇。貸出人は、

〇〇〇〇。合意年月日、引渡し年月日は、令和５年１２月１３日です。

以上でございます。

議 長 ただいま説明がありました。

質疑はありませんか。

委 員 なし声

議 長 質疑がないようですので、報告を受けたこととします。

日程第５、その他に移ります。

事務局から報告等がありましたらお願いいたします。

事務局 ①利用意向調査について

②最適化活動のアンケートの回収・手帳の配布について

③農業委員の改選に伴う用紙について

④次回の農業委員会について

議 長 それでは、以上で本日の委員会は閉会とします。

ご苦労さまでした。

閉会（午後４時５５分）
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